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Ⅰ. ＢＣＰの基礎知識
1. BCP（業務継続計画）とは何か

BCP : Business Continuity Plan 
    　　（業務       　 継続   　　    　計画）

　大地震等の自然災害、感染症のまん延等不測の事態が発生しても重要な事業を中断させない、または中断しても
可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと   

2. BCPにおいて重要な取組（例）

(1) 各担当者をあらかじめ決めておく（誰が、いつ、何をするか） 
(2) 連絡先をあらかじめ整理しておく 
(3) 必要な物資をあらかじめ整理、準備しておく 
(4) 上記を組織で共有する 
(5) 定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を行う

3. なぜ、介護事業者にBCPが必要か 

(1) 介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものである
(2) 自然災害等が発生した際に、適切な対応を行いその後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制
を構築することが重要である
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Ⅰ. ＢＣＰの基礎知識
4. 介護施設・事業所におけるBCPの目的

「平常時」「緊急時対応」の検討を通して

① 事業活動レベルの落ちの込みを小さくする
② 復旧に要する時間を短くする

5. 介護サービス事業者に求められる役割

(1) サービスの継続入居者・利用者の健康・身体・生命を守るための必要不可欠な責任を担っている

(2) 利用者の安全確保体力が弱い高齢者（利用者）の安全を確保することが最大の役割

(3) 職員の安全確保（使用者の責務）労働契約法第５条（使用者の安全配慮義務）の観点からも、職
員の過重労働やメンタルヘルス対策への適切な措置を講じること

(4) 地域への貢献社会福祉施設としての公共性を鑑みると、施設が無事であることを前提に、施設
がもつ機能を活かして、地域へ貢献することも重要な役割
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Ⅱ. 自然災害BCPの作成ポイント
1. 正確な情報集約と判断ができる体制を構築
災害発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集・共有体制や情報伝達フロー等の構築がポ
イント

 整理しておくべきこと
① 全体の意思決定者を決めておく
② 各業務の担当者（誰が、何をするか）を決めておく
③ 関係者の連絡先、連絡フローの整理

2. 自然災害対策を「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて同時にその対策を準備
(1) 事前の対策（今何をしておくか）
① 設備・機器・什器の耐震固定
② インフラが停止した場合のバックアップ 

(2) 被災時の対策（どう行動するか） 
① 人命安全のルール策定と徹底 
② 事業復旧に向けたルール策定と徹底 
③ 初動対応　● 利用者・職員の安否確認、安全確保　　● 建物・設備の被害点検　　● 職員の参集
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Ⅱ. 自然災害BCPの作成ポイント

３ 業務の優先順位の整理

施設・事業所や職員の被災状況によっては、限られた職員・設備でサービスを提供する必
要があることも想定される

可能な限り通常通りのサービス提供を行うことを念頭に職員の出勤状況、被災状況に
応じて対応できるよう業務の優先順位を整理しておくことが重要

４ 計画を実行できるように 普段からの周知・研修、訓練

① BCPを作成するだけでは実効性はない
② 日頃から、危機発生時においても迅速に行動できるよう、関係者に周知すること
③ 平時から、研修、訓練（シュミレーション）を行う必要がある
④ 最新の知見等を踏まえ、定期的に見直すことが重要
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Ⅲ. 自然災害BCPの全体像
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1.総　論 

（1）基本方針 
① 災害において施設・事業所が果たす役割を鑑みて検討する。
② 優先する事業の選定や地域貢献その他さまざまな項目を検討する原点となる。
③ 何のためにBCP作成に取り組むのか、その目的を検討する。

（2）推進体制 
① 平常時における災害対策や事業継続の検討・策定や各種取組を推進する体制を記載する。 
② 各施設・事業所の実情に即して、既存の検討組織を有効活用する。

（3）リスクの把握 
① 自治体のハザードマップを確認する。 
② 自治体から公表されているインフラ等の被災想定を整理する。

（4）優先順位の選定 
① 優先する事業・複数の事業（入所、通所、訪問等）を運営する施設・事業所では、どの事業を優先するか決めてお
く。
② 優先する業務・優先業務の洗い出しとともに最低限必要な人数についても検討しておくことが有用・生命を維
持するための業務は、休止できないことに留意する。

（5）研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し 
① 平時からBCPの内容に関する研修、BCPの内容に沿った訓練（シュミレーション）を行う。
② 最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映させ、定期的に見直しを行う。 7



2.平常時の対応 
（1）建物・設備の安全対策 
① 人が常駐する場所の耐震措置　　　② 設備の耐震措置　　　③ 水害対策

（2）電気が止まった場合の対策 
① 自家発電機が設置されていない場合　　　② 自家発電機が設置されている場合

（3）ガスが止まった場合のプロパンガスの対応

（4）水道が止まった場合の対策
「飲料水」「生活用水」に分けて、それぞれ「確保策」「削減策」を記載する。

（5）通信が麻痺した場合の対策
被災時に施設内で実際に使用できる方法等について、使用可能台数、バッテリー容量や使用方法等を記載する。
（携帯電話、携帯メール、PHS、PCメール、SNS等）

（6）システムが停止した場合の対策 
① サーバ等がダウンした場合の対策を記載する（手書きによる事務処理方法等）。
② 浸水等によるデータ類の喪失に備えて、バックアップ等の方策を記載する。

（7）衛生面（トイレ等）の対策
① トイレ対策「利用者」「職員」双方のトイレ対策を検討　　　② 汚物対策排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載

（8）必要品の備蓄 
① 被災時に必要な備品のリスト整理、計画的な備蓄　　　② 定期的なリストの見直しや備蓄品（食品等）の買い替え等

（9）資金手当て
① 火災保険　　　② 手元資金（現金）
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3.緊急時の対応 

（1）BCP発動基準地震の場合、水害の場合等に分けて、BCPを発動する基準を記載する。

（2）行動基準発生時の個人の行動基準を記載する。

（3）対応体制
① 対応体制や各班の役割を図示する　　　② 代替案者を含めたメンバーを検討し、記載する。

（4）対応拠点緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載する（安全かつ機能性の高い場所に設置する）

（5）安否確認 
① 利用者の安否確認　　　② 職員の安否確認

（6）職員の参集基準
① 発災時の職員の参集基準を記載する。
② 自宅が被災した場合等参集しなくてもよい場合についても検討し、記載することが望ましい。

（7）施設内外での避難場所・避難方法 
① 地震等で一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。
② 津波や水害などにより、浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討する。

（8）重要業務の継続平常時の対応で選定した優先業務から特に重要な業務の継続方法を記載する。

（9）職員の管理
① 休憩・宿泊場所　　　② 勤務シフト

（10）復旧対応 
① 破損個所の確認　　　② 業者連絡先一覧の整備　　　③ 情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応） 
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4.他施設との連携 

（1）連携体制の構築

① 連携先との協議
　　＜主な協議内容＞
　　　・先方施設名、種別、所在地など　・これまでの協議の経緯・決定している事項
　　　・今後検討すべき事項　・今後のスケジュール など

② 連携協定書の締結
　　＜主な項目＞
　　　・連携の目的　・利用者の相互受入要領　・人的支援（職員の施設間派遣など）
　　　・物的支援（不足物資の援助・搬送など）　・費用負担など

③ 地域のネットワーク等の構築・参画
　　・施設の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設を取り巻く関係各位と
       協力関係を日ごろから構築しておく。
　   ・地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合は、それらに加入することを検討する。
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4.他施設との連携 

（2）連携対応 

① 事前準備
  　＜主な協議項目＞
　　・被災時の連絡先、連絡方法　　・備蓄の拡充
　　・職員派遣の方法　　・利用者受入方法、受入スペースの確保　　・相互交流 など
　　※相手を支援する観点だけではなく、支援を受ける立場となって、どうすれば円滑に相手から
       支援を受けられるか、検討、準備を行うことも重要である。

② 入所者・利用者情報の整理 
 ・避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、

　　 あらかじめまとめておく。

③ 共同訓練
   ・連携先と共同で訓練を行う。
　　・地域の方と共同で防災訓練に取り組むことにより、施設の実情を地域の方にご理解をいただくことにつなが
     るため、一過性で終わることなく継続的に取り組むことが望ましい。
    ・津波で浸水することが想定される施設では、地域の方に津波避難所として施設を開放するかわりに、地域の方
     に利用者を上階へ搬送するよう支援してもらう計画を策定し、日常から地域の方とともに訓練することも考え
　　 られる。 11



5.地域との連携

（1）被災時の職員の派遣
災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録

＜参照＞
宮崎県　トップ > くらし・健康・福祉 > 社会福祉 > 地域福祉 > 宮崎県災害派遣福祉チーム（宮崎DWAT）の設置について
URL　https://www.pref.miyazaki.lg.jp/fukushihoken/kurashi/shakaifukushi/20240416201713.html
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⑴　DWAT（ディーワット）とは
　災害時における長期避難者の生活機能の低下や要介護度の重度化などの二次被害防止のため、
一般避難所で災害時要配慮者（高齢者や障がい者、子どものほか、傷病者等）に対する福祉支援を
行う民間の福祉専門職（注意）で構成するチームです。
　なお、DWATとは、DisasterWelfareAssistanceTeamの略称であり、他県においては
DCAT（DisasterCareAssistanceTeam）とも呼ばれています。
＜注意＞
社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、保育士、ホームヘルパー、相談支援専
門員、介護職員、生活相談員、生活支援員等

⑵　「宮崎DWAT」の活動内容及び派遣期間
　宮崎DWATは被災市町村の災害対策本部や一般避難所の管理者等のもとで、災害時要配慮者
の福祉的支援のため以下の活動を行います。
【主な活動内容】
福祉避難所等への誘導　　災害時要配慮者へのアセスメント　　日常生活上の支援
相談支援　　一般避難所内の環境整備等
　なお、チームの派遣期間は、被災地の復興と自立を支援するためのものであることから、災害発
生の初期段階（救命救急が完了するなど、チームが活動する上での安全が確認された時点）から概
ね1カ月間程度となります。



5.地域との連携

（2）福祉避難所の運営

＜参照＞福祉避難所の確保・運営ガイドライン 内閣府（防災担当）

内閣府ホーム>内閣府の政策>防災情報のページ>防災対策制度>避難所の生活環境対策>福祉避難所の確保・
運営ガイドラインの改定（令和３年５月）
URL　https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/r3_guideline.html

① 福祉避難所の指定

② 福祉避難所開設の事前準備
　　 ・福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。
　　 ・また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の支援が受けられ
      るよう、社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、ボランティアの受入方針等
      について検討しておく。
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<参考>介護施設・事業所における業務継続計画
（BCP）に関するホームページ
【厚生労働省】　
介護施設・介護事業所における業務継続計画（BCP）作成支援に関する研修（研修動画）

URL 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

※感染症に係る業務継続計画については、災害発生時編を基に、厚生労働省ホームページを参考に
作成してください。

【厚生労働省】
・業務継続ガイドライン、ひな形、研修動画（新型コロナウイルス感染症編・自然災害編）
URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
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